
”i態藍ら住所変更の手続きをしましょう。間合先：市民生活課市民生活担当

曝撼彊艶麗薗蟻
酸蔀苑

第三者が本人になりすまし、虚偽

の屈蒔出を行う事件や、軍籍・住

民票などの証明書を不丑に受け取

り、悪用する事件が全国軸こ発生

しています。皆さんの大切な個人

情報を守るため、窓剛こ来た方の

「本人確認」を実施しています。

本人確認方法

①運転免許霞、旅券、写真付き

俵屋基本台帳カード　身体障薯

署事膝、外国人登録証などのい

ずれが1つを提示してください。

（9健康保険謹、介護探険謹、後

期高齢靂療保険証、年金手帳・

謹書、学生証、社員譲などのう

ち2つを提示してください。

※窓圏で本人確認のため質問する

ことがあります。ご了承ください。

冒態監保険証は掘郵送されます。間合先‥市民生活課年金．医療担当

国民健康保険税は、私たちの匪癒糞な

どにあてられる貴重な財源です。

必ず納期内に納めましょう。

納める意思はあっても失業や病気など

の華僑で納付が困難な方は、分割納付

などの方法もありますので、お早めに

ご相談ください。

聞合先　税務課　収納対策室

国民健康保険　　　　　　有効期限　平成24年3月31日 

被保険者証 

記号・番号　　　　402－0000000　　　　　性別　男 

氏　名　　　　　　都留太郎 
生年月日　　　　　昭和50年11月25日 

世帯主名　　　　　都留一郎 

住　所　　　　　　山梨県都瑠市上谷一丁目1番1号 

資格取得年月日　平成20年12月30日 

驚喜　票嵩月1日　囲 
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就
職
、
就
学
、
転
勤
な
ど
で
住
所

が
変
わ
っ
た
方
は
住
所
変
更
の
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
各
届
出
の

方
法
は
次
の
通
り
で
す
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
確
実
に
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ

に
住
民
登
録
し
ま
し
ょ
う
。

漢
転
入
届

対
象
者
　
他
市
町
村
か
ら
引
っ
越
し

を
し
て
市
内
に
住
み
始
め
た
方

届
出
期
間
　
市
内
に
住
み
始
め
て
か

ら
2
週
間
以
内

必
要
書
類

○
転
出
証
明
書
（
前
住
所
地
の
市
区

町
村
役
場
で
転
出
届
を
し
て
、
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
）

○
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

漢
転
居
届

対
象
者
　
市
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
方

届
出
期
間
　
新
し
い
住
所
に
住
み
始

め
て
か
ら
2
週
間
以
内

必
要
書
類

〇
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

漢
転
出
届

対
象
者
　
市
内
か
ら
引
っ
越
し
を
し

て
他
市
町
村
に
住
み
始
め
た
方
ま
た

は
住
む
予
定
の
方

届
出
期
間
　
新
し
い
住
所
に
住
み
始

め
る
2
週
間
前
か
ら

※
す
で
に
新
し
い
住
所
に
住
ん
で
い

る
場
合
も
届
け
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
転
出
証
明
書
を
発
行

し
ま
す
。

必
要
書
類

〇
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

案
注
憲
章
項

届
け
出
は
、
原
則
本
人
が
し
て
く

だ
さ
い
。

本
人
が
届
出
で
き
な
い
場
合
は
委

任
状
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証
、
後
期
高
齢
者

保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
そ
の
他
受

給
者
証
な
ど
の
あ
る
方
は
、
届
け
出

の
際
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

4
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
国
民

健
康
保
険
証
は
、
3
月
下
旬
に
世
帯

の
加
入
者
全
員
分
を
同
射
し
て
各
家

庭
に
送
付
し
ま
す
。
保
険
証
が
届
い

た
ら
、
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
な

ど
記
載
内
容
を
確
認
し
て
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
期
限
切
れ
の
保
険
証
は
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
証
が
届
か
な

い
方
、
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
証
が
届
い
た

方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納

が
あ
り
ま
す
と
、
短
期
被
保
険
者
証

ま
た
は
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
を
郵
送
す
る
封
筒
の
中
に

特
定
健
診
の
お
知
ら
せ
、
ジ
ュ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
を
同
封

し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

鰻
躍
㊥
諺
霧
鰭
鰹
曝
露

総
轄
艶
麗
鵜
麗
聾
鶉

国
民
健
康
保
険
証
の
再
交
付
に

は
、
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
身
分
を
証
明
す
る
も
の
（
顔
写

真
入
り
）
が
必
要
で
す
。
申
請
者
は
、

本
人
ま
た
は
同
居
の
家
族
の
方
で
、

そ
れ
以
外
の
方
の
場
合
は
、
委
任
状

と
申
請
者
（
窓
口
へ
来
る
方
）
の
身
分

証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
住
所
が
同
じ
で
も
世
帯
が

別
の
方
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
証
の
イ
メ
ー
ジ
は

左
図
の
と
お
り
で
す
。


